
社会福祉法人弥富市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償に 

関する規程 

 

 (趣旨) 

第１条 この規程は、社会福祉法人弥富市社会福祉協議会（以下「本会」とい

う。）の役員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (役員等)  

第２条 この規程において「役員等」とは、次の各号に定めるものとする。 

（１）会長 

（２）副会長 

（３）理事 

（４）監事 

（５）評議員 

（６）心配ごと相談員 

（７）結婚相談員 

（８）福祉実践教室講師等 

 (報酬) 

第３条 前条第１号に規定する者に報酬として月額５０，０００円を支給する。 

２ 前条第２号に規定する者が会長代理で公式行事に出席したとき、又は本会

主催行事に出席したときは、報酬として日額５，０００円を支給する。 

３ 前条第２号から第５号に規定する者が、本会理事会、決算監査、評議員会

に出席したときは、報酬として日額５，０００円を支給する。ただし、監事

のうち、社会福祉法第４４条に規定する財務諸表を監査できる者にあっては、

日額１０，０００円を支給する。 

４ 前条第６号から第８号に規定する者が、その職務に従事したときは、報酬

として日額４，０００円を支給する。 

 (費用弁償) 

第４条 役員等が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償とし

て旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は、弥富市特別職の職員で非常勤の者

の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和３１年弥富町条例第１１号)に定める

額とする。 

 (委任) 

第５条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。 

 

  附 則 

 この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則 



 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２９年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２９年６月１２日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和７年３月３１日から施行する。 

 


